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特集●今後の労働時間のあり方を考える
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Ⅰ　問　　題

　本稿は，労働時間に関する職場管理の課題につ
いて議論する。特に，裁量労働制が適用され，制
度上は使用者との関係で働く時間を自律的に決め
られる者でも，仕事・職場の性格によっては日々
の仕事や時間のコントロールが思うようにいか

ず，多忙な状態になりうることを検討する。そし
て，過重労働を防止する観点から，自律的な時間
管理の下で働く者に対する業務管理のあり方につ
いて考察する。
　労働時間に関しては，長時間労働の是正が重要
な政策課題でありつづけている。既存研究でも，
労働者の健康や家庭生活との両立に関わる労働時
間の問題は，その多くが長時間労働の問題として
論じられてきた。そして，長時間労働の背景要因
として，個人属性のほか仕事・職場の特性が議論
されてきた 1）。長時間労働をめぐる研究関心は今
後も重要であり，労働政策上も，長時間労働の是
正が今なお重要な課題であることは疑い得ない。
　その一方，労働時間の「長さ」に関心をフォー
カスしすぎると見過ごしがちな側面もあることに
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本稿は，労働時間に関する職場管理の課題について議論する。特に，裁量労働制が適用さ
れ，制度上は使用者との関係で働く時間を自律的に決められる者でも，仕事・職場の性格
によっては日々の仕事や時間のコントロールが思うようにいかず，多忙な状態になりうる
ことを議論する。分析の結果，まず，仕事量や期限を会社・上司が（一方的に）決めてい
る場合，労働時間が長時間化するなど，過重労働になるリスクを抱える。しかし，労働者
が多忙な状態になるのはこのケースだけではない。会社・上司との関係では業務の裁量性
があっても，取引先・顧客都合への即応が求められる仕事で，上司が部下の進捗状況把握
に消極的な場合，多忙な働き方になりうる。過重労働を防止する観点からは，従業員が時
間的なコントロールを発揮できない状態に陥ることのないよう，業務の適切なマネジメン
トが強く求められる。その点，まず，そもそも長時間働くことを前提とした業務量設定は
防ぐべきであり，業務量の適正化のためには従業員の意見を踏まえて業務内容を決定する
ことが必要であろう。しかし，注意すべきはそれだけではない。取引先・顧客との関係で
具体的な業務内容が決まる仕事の場合，個々の従業員に進捗を任せきりにすると，顧客都
合に即応するあまりの過重労働に歯止めがかかりにくいリスクがある。細やかな状況把握
によって，個々の従業員が抱えている業務を把握し，時には壁となって顧客都合の働きす
ぎにブレーキをかけるのもマネジメントの役割なのではないかと示唆される。
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留意したい。特に，過重労働防止の観点からは，
長時間労働の是正を目指すだけでは十分でない 2）。
この点，これまでの研究でも，働く時間に関わる
が，必ずしもその量的な「長さ」に起因しない問
題が指摘されてきた。就業曜日・就業時間帯に関
わる問題はその一例であり，「いつ働くか」に
よって問題の発生が左右される性格のものであ
る。具体的には，経済のサービス化や情報化など
を背景に，夕方・夜間の勤務，週末勤務，シフト
勤務といった働き方が増え，家庭生活や健康に悪
影響を及ぼすことが検討されてきた 3）。
　逆に，「いつ（どのように）働くか」を働く者が
自ら決められるならば，同じ時間（量）を働くに
しても，働く者にメリットが大きいと考えられる。
こうした自律的な労働時間決定の効果は，これま
でも多く検証されてきたところである 4）。一方で，
時間的な自律性に対しては，仕事と仕事以外の時
間の切り分けが困難になり，仕事から解放されに
くい場合もあると指摘される 5）。端的に述べるな
らば，自律的な働き方は，ともすると「いつでも
どこでも仕事」という状態に陥りがちであり，家
庭生活の時間をも侵食するような多忙状態になる
危険性もある。既存研究は，特に，IT エンジニ
ア等の技術系専門職の多忙な働き方を問題視し，
こうした働き方は，たとえやりがいがあるにして
も，健康を害するリスクなどと隣り合わせの「危
うさ」もあわせ持っていると述べる 6）。
　このような既存研究を踏まえるならば，自律的
な労働時間決定における「働きすぎ」リスクを議
論するには，労働時間の長さ（量）をみるだけで
は不足する。具体的には，それがどのような労働
時間（の状態）なのかという「時間の意味合い」，
いわば労働時間の質的側面を考察する必要もある
と考えられる。例えば，同じ長さの時間を働く場
合でも，自己の都合に合わせて時間的メリハリを
もって働くことができていれば問題は少ないかも
しれない。逆に，時間的コントロールがきかない
ために，仕事から離れる時間を確保しにくく，気
の休まらない状態になると問題だろう。つまり，
働く時間のコントロールが思うようにいかない状
態としての「多忙」こそを問題にする必要がある
のではないか。本稿は，こうした問題意識に基づ

き，自律的な時間管理の下で働く者において，仕
事の性質や職場管理によっては，日々の仕事量や
時間的なコントロールが思うようにいかず，多忙
な状態になりうる問題を検討する。

Ⅱ 仕事の裁量性と時間的なコントロー
ル─既存研究の検討

　既存研究では，日々の働き方（いつどのくらい
働くか）の実質的な自律性を確保するためのカギ
は仕事の裁量性にあるとされる。仕事の裁量性が
乏しいと，外形上は時間的な自律性があっても，
その自律性は働く者にメリットをもたらす形で機
能しない。
　仕事の裁量性とは，自らの仕事に関して決定権，
統制力をもつことである 7）。この裁量性と労働時
間との関係については，自律的な時間管理の下で
働く者において特に論点となろう。仕事のやり方
に対して使用者が管理・監督を行いにくい業務で
は，個々の従業員にどのような裁量性があるかに
よって，実際の働き方が大きく異なってくるから
である 8）。
　この点，「仕事量の裁量性」と「仕事手順の裁
量性」との区別によって問題が提起されたことに
あらためて注目したい 9）。具体的には，ホワイト
カラーの働き方において，たとえ仕事手順の裁量
性が一定程度ある場合でも，仕事量の裁量性は
往々にして乏しいことが問題視された。その結果，
会社・上司から，長時間働かなければ達成できな
い水準の業務目標を課せられ，いくら外形上は働
く時間を自分で決められる場合でも，働き方のメ
リハリを実現できず，長時間働かざるを得ない状
態に陥る場合も生じよう 10）。既存研究からは，
ホワイトカラーの働き方の自律性を確保するため
に，使用者（会社・上司）との関係で仕事量の裁
量性があることがカギであることがうかがえる 11）。
　では，会社・上司との関係で裁量性が確保され
ていれば問題はないのか。たしかに，仕事の裁量
性は，これまで厳しい雇用管理の対極として概念
化されることが多かったが，情報化・サービス化
が著しく進んだ現在，そうした枠組みでは説明で
きない現象もある。例えば，会社・上司との関係
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で自律的であっても，顧客との関係で，タイトな
納期設定や突発的業務への対応などにより日々の
ペースのコントロールがきかず，多忙な状態に陥
る場合も考えられる 12）。その場合，会社・上司
の業務への関与が少ないほど労働者が働く時間を
自由に決められるかというと，必ずしもそうはな
らないのではないか。むしろ，会社・上司が個々
の従業員の業務の状況を適切に把握・管理するこ
とで，顧客都合の働き方に対して一定の歯止め

（壁）となるなど，働きやすさを確保する役目を
果たしうるとも考えられる 13）。このような顧客
都合の働き方による過重労働とマネジメントのあ
り方は，今日的な課題を提示していよう 14）。
　このように，自律的な時間管理の下で働く者に
おいて，過重労働に陥らないためには，日々の時
間的コントロールを制約しうる 2 つの要素─使
用者との関係における仕事量の裁量性欠如，行き
過ぎた顧客都合の働き方─に注意する必要があ
ると考えられる。次節以降で具体的な分析仮説を
提示し，データ分析に進みたい。

Ⅲ　分析課題と分析方法

1　分析課題

　業務の専門性・個別性が高いなど，仕事のやり
方に対する使用者の管理・監督が行き届きにくい
ホワイトカラー労働者において，働く者が「いつ
どのように働くか」を実質的にコントロールで
き，働きすぎを招かないためには，仕事の裁量性，
特にこなすべき仕事の「量の裁量性」が重要な要
素である。しかし，前節で検討したように，会社・
上司との関係を検討対象とするだけでは不十分で
ある。本稿では，業務量・期限の決まり方に着目
し，日々の時間的なコントロールが思うようにい
きにくいケースとして 2 つの仮説を提示したい。
　まず，こなすべき業務量・期限が会社や上司に
よって一方的に決められるなど，会社・上司との
関係で仕事量の裁量性が乏しい場合である。その
場合，いくら仕事の手順を自分で決められても，
しばしば長時間働かないと達成できないノルマと
して働く者にのしかかり，時間的なコントロール

がききにくい状態に陥るリスクがある15）。これは，
いわば「管理の過剰」に問題が求められるケース
と言える。
　もう一つは，ある意味これと対照的なケースで
ある。つまり，会社や上司との関係では業務の裁
量性が高いものの，取引先・顧客の要求への即応
を求められるあまり，ともすれば「いつでもどこ
でも仕事」という働き方に陥り，あるはずの時間
的コントロールは多忙状態を生むことにしかなら
ない。この場合，むしろ会社・上司による業務把
握・管理が少なすぎると問題が深刻化しよう。言
うならば，「管理の過少」に問題が求められる
ケースである。
　なお，先に述べたように，自律的な時間管理の
下で働く者の「働きすぎ」は，労働時間が長いか
どうかのみでは捉えきれない側面がある。この点，
本稿の分析では，夜間や週末の就業，自宅での仕
事，職場外での仕事関係の連絡などがどの程度を
伴うかを，労働時間の長さとともに多忙状態を構
成する要素として検討したい。働く者が感じる多
忙状態は，既存研究でもたびたび議論の題材とさ
れてきた 16）。ただ，その説明については，育児
期の女性における両立問題や，共働き家庭の忙し
さなどに還元される場合も多く 17），仕事の性質
や職場管理に対する含意は相対的に乏しかった 18）。
本稿では，業務量・期限の決まり方に焦点を当て，
使用者側に一方的な決定権がある場合のほか，上
司との関係で業務の裁量性が高くても顧客都合へ
の即応が求められる場合には，時間的なコント
ロールが制約されて多忙状態に陥るリスクがある
ことを分析課題としたい。

2　分析方法

　分析に用いるデータは，「裁量労働制等の労働
時間制度に関する調査」（事業場・従業員調査，
2013 年）であり，主に従業員調査データを用いる 19）。
そして，非管理職の裁量労働制適用労働者を対象
として分析を行う 20）。
　裁量労働制の適用労働者は，制度の趣旨として，
上司・職場との関係で仕事の進め方（業務遂行方
法や時間配分）に関して裁量性が高い業務に就い
ている者と言える。ただ，こうした者でも，日々

論　文　働く時間の自律性をめぐる職場の課題
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の仕事量や働く時間をどの程度自由にコントロー
ルできるかは，仕事の性質や職場管理によって異
なろう。以下の分析では，日々の時間的コントロー
ルを制約する要因と忙しさへの影響を検討し，そ
うした従業員のマネジメントのあり方を検討する。

Ⅳ　分　　析

1　業務量・期限の決まり方と職場の性格

　まず，働く者が担当する業務量・期限（何をい
つまでに行うか）がどう決まるのか，その分布を
確認することから始めよう 21）（表 1）。裁量労働制
の適用労働者は，「会社または上司が設定」など
会社・上司の側に（一方的な）決定権があるケー
スは相対的に少ない。そして，「上司と相談しつ
つ自ら決定」というケースが企画業務型で多いこ
とに加え，自らに決定権があるが，単独で決める
というより「取引先または顧客と相談しつつ自ら
決定」「チームの者と相談しつつ自ら決定」とい
うケースが，特に専門業務型裁量労働制の適用労

働者で一定程度みられる 22）。専門職の業務負荷
決定においては，職場との関係では自律的でも取
引先・顧客との関係を考慮しなければならない
ケースがままあることに注意が必要である。
　こうした業務量・期限の決まり方は，業務の中
身について上司がどの程度関与（指示）するかと
も関連が強い。業務量・期限の決まり方別に上司
の業務指示の程度をみると 23）（表2），いずれも「業
務の目的等基本的事項についてのみ指示」が多数
派であるが，業務の量・期限を会社や上司が設定
する場合は「具体的な仕事の内容について指示」
が一定程度みられ，仕事の中身についても上司が
具体的に指示しながら進めることが少なくない。
これに対し，業務量・期限を「自らが単独で決定」
している場合のほか，「取引先または顧客と相談
しつつ自ら決定」の場合も，上司による「指示な
し」の割合が比較的高い。つまり，取引先・顧客
との関係で業務の量や期限が決まっている者で
は，上司の業務指示が全くない場合も少なくなく，
上司や職場との関係では業務の自律性が高いとも
言える。

表 1　業務量・期限の決まり方─適用されている労働時間制度別
（単位：％）

会社または上
司が設定

自分の意見を
踏まえて上司

が決定

上司と相談し
つつ自ら決定

取引先または
顧客と相談し
つつ自ら決定

チームの者と
相談しつつ
自ら決定

自らが単独で
決定

N

専門業務型裁量労働制 17.5 22.0 28.7 12.8 14.7 4.3 （1,436）

企画業務型裁量労働制 16.5 24.1 48.0 2.2 7.7 1.5 （588）

通常の労働時間制 27.0 22.5 34.9 3.2 9.2 3.3 （1,469）�

注：各行合計 100％。

表 2　上司による業務指示の程度─業務量・期限の決まり方別（裁量労働制適用労働者）
（単位：％）

指示なし
業務の目的等基本的

事項についてのみ指示
具体的な仕事の内容

について指示
N

会社または上司が設定 7.2 66.7 26.1 （348）

自分の意見を踏まえて上司が決定 3.7 70.7 25.5 （458）

上司と相談しつつ自ら決定 6.3 78.2 15.4 （694）

取引先または顧客と相談しつつ自ら決定 23.9 65.0 11.2 （197）

チームの者と相談しつつ自ら決定 9.8 78.5 11.7 （256）

自らが単独で決定 40.8 54.9 4.2 （71）�

注：各行合計 100％。
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2　業務量・期限の決まり方による働き方の違い

　次に，業務量や期限の決まり方によって働き方
がどう異なるのかをみる。まず，仕事の性質がど
のように異なるのかをみよう（表 3）。会社や上司
が業務量・期限を決めている場合，「仕事の範囲
や目標が明確」「仕事のペースや手順を変えられ
る」「一人でこなせる仕事が多い」の程度が低く，
働く者の裁量のきく余地が相対的に乏しいことが
うかがえる。そうした仕事は，「仕事量が多い」「締
切り・納期がタイト」といった性格もあわせもつ。
一方，取引先・顧客と相談して自ら業務内容を決
めている場合には，会社や上司が業務量を決めて
いる場合と比べると仕事の裁量性は低くはない
が，「取引先や顧客の対応が多い」性質とともに

「仕事量が多い」「締切り・納期がタイト」の程度
が高いという特徴がある 24）。

　次に働き方・労働時間との関係を検討する。先
に述べたように，自律的な時間管理の下での労働
負荷を検討する場合，単に労働時間の長さをみる
だけでは不十分である。労働時間が長くなるのみ
ならず，時間の長さでは測れない部分でも，仕事
から解放されにくいことがあると考えられるから
である。表 4 をみると 25），月間実労働時間につ
いては「会社または上司が設定」の場合に最も長
い。深夜就業，週末勤務，勤務時間外の仕事連絡
などの頻度は，取引先・顧客と相談して業務内容
を決めている場合に特に高い 26）。そして，「仕事
による多忙状態」（点数）をみると，こうした仕事
の場合，働く時間のコントロールが思うようにい
かない多忙状態に陥りがちであることがわかる 27）。

論　文　働く時間の自律性をめぐる職場の課題

表 3　仕事の性質─業務量・期限の決まり方別（裁量労働制適用労働者）
（単位：点数）

仕事の範囲や
目標が明確

仕事のペー
スや手順を
変えられる

一人でこなせ
る仕事が多い

取引先や顧客
の対応が多い

仕事量が
多い

締切り・納期
がタイト

N

会社または上司が設定 3.05 2.72 2.76 2.54 2.93 3.16 （348）

自分の意見を踏まえて上司が決定 3.21 3.07 2.83 2.43 2.85 3.01 （458）

上司と相談しつつ自ら決定 3.30 3.28 2.87 2.43 2.71 2.87 （694）

取引先または顧客と相談しつつ自ら決定 3.14 3.09 2.86 3.18 3.01 3.32 （197）

チームの者と相談しつつ自ら決定 3.24 3.28 2.88 2.41 2.77 2.90 （256）

自らが単独で決定 2.97 3.72 3.49 2.11 2.76 2.72 （71）

注：�調査は各項目「あてはまる」～「あてはまらない」の 4 件法であるが，ここでは，「あてはまる」＝ 4 点～「あてはまらない」＝ 1 点のように点
数化して，その平均点を比較する形をとっている。

表 4　働き方・労働時間と多忙性─業務量・期限の決まり方別（裁量労働制適用労働者）
（単位：時間，点）

月間実労働�
時間（平均）

深夜就業の
頻度

週末勤務の
頻度

自宅での�
仕事の頻度

勤務時間外の
仕事連絡頻度

仕事による
多忙状態

N

会社または上司が設定 204.94 2.23 2.57 1.95 2.36 8.76 （348）

自分の意見を踏まえて上司が決定 200.65 2.16 2.48 1.89 2.26 8.37 （458）

上司と相談しつつ自ら決定 197.67 1.99 2.39 1.91 2.36 8.13 （694）

取引先または顧客と相談しつつ自ら決定 201.27 2.42 2.71 1.88 2.54 8.86 （197）

チームの者と相談しつつ自ら決定 198.70 2.07 2.52 2.02 2.40 8.24 （256）

自らが単独で決定 200.07 1.92 2.82 2.82 2.96 8.39 （71）�

注：�深夜就業，週末勤務，自宅での仕事，勤務時間外の仕事関係の連絡頻度は，「よくある」～「全くない」の 4 件法であり，表 3 同様点数化して用いた。
仕事による多忙状態の指標は，「一日の仕事になかなか区切りをつけられない」「時間に追われている感覚がある」「仕事のために自分自身や家族
のことを行う時間が十分にとれない」それぞれの頻度（4 件法）を点数化し，合計したものを用いている（3 ～ 12 点）。信頼性係数（クロンバッ
クのα）＝0.741。
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3　多忙状態の問題性とマネジメント

　では，こうした多忙な働き方はどのような点で
問題なのか。先にみたように，専門職などにおけ
る自律的な働き方は，多分にやりがいも伴うかも
しれないが，健康を害するリスクなどと隣り合わ
せの「危うさ」もあわせ持とう。表 5 をみると 28），
裁量労働制適用労働者の働き方満足度は，通常の
労働時間制の者に比べてやや高いとも読めるが，
同表の「同じ働き方の継続不安」をみると，特に
専門業務型の適用労働者において不安を感じる人
が少なくない。
　これは業務量・期限の決まり方別にみると，よ
り問題が明確になる。裁量労働制適用労働者に対
象を限定した表 6 をみると，会社や上司に業務量・
期限の決定権がある場合と，取引先・顧客との関
係で業務を進めている場合に，同じ働き方を続け
ることへの不安が強い。自律的な時間管理の下で
の多忙状態は，「その働き方を続けることの危う
さ」として働く者自身にもそのリスクが認識され
ている可能性がある。
　最後に，働きすぎを防ぐためのマネジメントを
どう考えたらよいか。業務量・期限を会社や上司

が決めている場合，業務量の適正化が求められる
のは明白である。これに対し，取引先・顧客との
関係で業務量・期限が決まる仕事の場合，マネジ
メントの役割はどこにあるのだろうか。表 2 でみ
たように，この場合，上司による業務指示は相対
的に少なく，個々の労働者が顧客との関係で自律
的に業務を進めている。しかし，時間管理が難し
いからこそ，部下がどのような量・期限の業務を
抱え，どのような働き方をしているのかといった
進捗状況を積極的に把握することが，マネジメン
トの重要な役割なのではないか。逆から述べるな
らば，部下の状況把握に消極的な場合，会社・上
司の見えないところで従業員が顧客都合に振り回
され，多忙な状態に陥るリスクも大きくなると推
測できる。この点，業務内容を「取引先または顧
客と相談しつつ自ら決定」しているケースに限
り，会社・上司による進捗把握の積極度別に働き
方の相違をみた 29）（表 7）。結果，「会社・上司が
進捗把握に消極的」の場合，「積極的」の場合に
比べて，実労働時間が長いのみならず，仕事によ
る多忙の程度が高く，同じ働き方を続ける不安も強
いことがうかがえる 30）。

表 5　働き方に対する満足度と継続不安─適用されている労働時間制度別
（単位：％）

働き方の満足度 同じ働き方の継続不安

満足 やや満足 どちらで
もない やや不満 不満 よくある

ときどき
ある

ほとんど
ない

全くない N

専門業務型裁量労働制 21.2 42.5 14.4 17.6 4.3 18.3 38.6 34.3 8.8 （1,436）

企画業務型裁量労働制 24.7 45.7 14.6 11.6 3.4 8.8 34.9 41.8 14.5 （588）

通常の労働時間制 20.2 40.5 18.9 14.9 5.4 14.7 36.9 33.9 14.5 （1,469）

注：各行合計 100％。

表 6　同じ働き方の継続不安─業務量・期限の決まり方別（裁量労働制適用労働者）
（単位：％）

よくある ときどきある ほとんどない 全くない N

会社または上司が設定 21.3 44.8 26.4 7.5 （348）

自分の意見を踏まえて上司が決定 17.2 36.5 36.2 10.0 （458）

上司と相談しつつ自ら決定 10.8 35.3 41.5 12.4 （694）

取引先または顧客と相談しつつ自ら決定 23.9 38.6 28.4 9.1 （197）

チームの者と相談しつつ自ら決定 12.9 36.3 41.0 9.8 （256）

自らが単独で決定 9.9 31.0 45.1 14.1 （71）

注：各行合計 100％。
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4　月間実労働時間の規定要因

　これまでの検討をふまえ，関連する変数をコン
トロールした計量分析によって，自律的な労働時
間管理の下で働く者において，業務量・期限の決
まり方によって働き方がどう異なり，どのような
場合に「働きすぎ」になりうるのかを検証する。
まず，労働時間の長さ（量）に関わる規定要因の
分析から行う。
　先に，業務量・期限の決まり方において，会社や
上司による管理が強すぎる場合はもちろん，使用
者との関係において自律的であっても取引先・顧
客の都合が入り込む場合，日々の仕事量をコント
ロールできず，あるはずの時間的自律性は「いつ
でもどこでも仕事」という働き方につながり，「働
きすぎ」になりうると述べた。後者の場合は，特
に上司による進捗把握が十分ない場合に問題が生
じやすいことがうかがえた。この点を検討しよう。
　分析方法は，月間実労働時間（対数値）を被説
明変数とした OLS とし，説明変数として，年齢，性
別・小学生以下の子どもの有無�，最終学歴，勤め
先の業種，事業所の正社員規模，就いている職種，
役職有無�，勤続年数，収入，業務量・期限の決まり
方に加え，特に顧客との関係の業務において上司
による状況把握の積極性によって働き方が異なり
うるという問題関心から，会社・上司による進捗
把握の消極性，進捗把握の消極性と業務量・期限
の決まり方との交互作用項の変数を投入した。
　結果をみよう（表 8）。年齢，性別・子どもの有無，
業種，職種，役職有無による違いがみられること
に加え，業務量・期限を「会社または上司が設定」
の場合と，「取引先または顧客と相談しつつ自ら決
定」かつ「会社・上司が進捗把握に消極的」の場
合に，係数値（B）がプラスで有意であり，こうし

た業務決定の場合に労働時間が長くなりやすいこ
とが示された。

5　仕事による多忙状態の規定要因

　次に，仕事による多忙状態の規定要因を検討す
る。過重労働のひとつの指標は労働時間の長さで
あるが，自律的な時間管理の下で働く者における

「いつでもどこでも仕事」という状況の問題性は，
労働時間の長さ（量）のみでは測りきれない。こ
うした問題意識から，業務量・期限の決まり方に
よってどのように働き方が異なり，多忙な状態に
なりうるのかを検証する。
　分析方法は OLS とし，3～12（点）の値をとる変
数である「仕事による多忙状態」を被説明変数と
する。そして，表 8 と同様の基本変数を統制した。
分析は，業務量・期限の決まり方や進捗把握の状
況によって働き方・労働時間が異なり，それが直
接に多忙状態につながっているのではないかとい
う問題関心から，まず，業務量・期限の決まり方の
直接の影響を検証した後（モデル 1），働き方・労
働時間に関わる変数を追加で投入して結果の変化
を検討した（モデル 2）。
　結果をみよう（表 9）。まず，モデル 1 の結果か
ら読む。小学生以下の子どものいる女性ほど多忙
状態にある確率が高い。年齢，業種，職種，役職
有無，年収による差もみられる。注目すべきは，
業務量・期限を「会社または上司が設定」の場合
と，「取引先または顧客と相談しつつ自ら決定」
かつ「会社・上司が進捗把握に消極的」の場合に
プラスで有意なことであり，こうした業務決定の
場合に多忙状態になりやすいことが示された。
　モデル 2 では，労働時間・働き方に関わる変数
を追加で投入して結果の変化をみた。結果，月間
実労働時間が長い場合に加え，深夜就業，週末勤

論　文　働く時間の自律性をめぐる職場の課題

表 7　会社・上司の進捗把握の程度による働き方の相違
（業務量・期限「取引先または顧客と相談しつつ自ら決定」の裁量労働制適用労働者）

（単位：時間，点）

月間実労働時間
（平均）

仕事による多忙状態 同じ働き方の継続不安 N

会社・上司が進捗把握に積極的 196.49 8.55 2.66 （96）

会社・上司が進捗把握に消極的 205.81 9.16 2.88 （101）

注：ここでの「同じ働き方の継続不安」は，「よくある」＝4 点～「全くない」＝1 点のように点数化して，その平均点を比較している。
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表 8　月間実労働時間（対数値）の規定要因（OLS）

分析対象 裁量労働制適用労働者（非管理職）
B 標準誤差

定数 5.395 .026**
年齢 －.004 .001**
性別・小学生以下の子ども有無（基準：男性・子なし）
男性・子あり
女性・子なし
女性・子あり

－.026
－.034
－.113

.008

.010

.026

**
**
**

最終学歴（基準：中学・高校卒）
専門・短大・高専卒
大学卒
大学院卒

.012

.006

.006

.014

.012

.014
業種（基準：製造業）
情報通信業
金融・保険・不動産業
学術研究，専門・技術サービス業
教育，学習支援業
その他サービス業

－.037
.025
.008
.025

－.010

.010

.017

.010

.018

.012

**

事業所の正社員規模（基準：300 人以上）
30 人未満
30 ～ 99 人
100 ～ 299 人

.000
－.008

.000

.011

.010

.010
職種（基準：事務職）
営業・販売，サービス職
専門職
技能・労務職
その他

.013

.030

.060

.081

.014

.010

.022

.015

**
**
**

役職あり .032 .007**
勤続年数 .000 .001
年収（基準：500 万円未満）
500 ～ 700 万円未満
700 ～ 900 万円未満
900 万円以上

.001

.002

.018

.009

.011

.016
業務量・期限の決まり方（基準：上司と相談しつつ自ら決定）
会社または上司が設定
自分の意見を踏まえて上司が決定
取引先または顧客と相談しつつ自ら決定
作業チームの者と相談しつつ自ら決定
自らが単独で決定

.037

.017
－.021

.003

.006

.013

.012

.017

.016

.026

**

会社・上司が進捗把握に消極的 －.011 .011
交互作用項：進捗把握に消極的×業務量・期限の決まり方
会社または上司が設定
自分の意見を踏まえて上司が決定
取引先または顧客と相談しつつ自ら決定
作業チームの者と相談しつつ自ら決定
自らが単独で決定

－.015
－.013

.064
－.004

.006

.019

.017

.023

.021

.036

**

F 値
調整済み R2 乗
N

5.252
0.069
2,024

**

注：**1％水準で有意，*5％水準で有意。
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論　文　働く時間の自律性をめぐる職場の課題

表 9　仕事による多忙状態の規定要因（OLS）
分析対象 裁量労働制適用労働者（非管理職）
モデル モデル 1 モデル 2

B 標準誤差 B 標準誤差
定数 8.173 .335** 2.595 .404**
年齢 －.025 .008** －.005 .007
性別・小学生以下の子ども有無（基準：男性・子なし）
男性・子あり
女性・子なし
女性・子あり

.112

.198
1.059

.105

.124

.334**

.133

.348
1.330

.093

.109

.296
**
**

最終学歴（基準：中学・高校卒）
専門・短大・高専卒
大学卒
大学院卒

－.117
.141
.166

.186

.159

.185

－.078
.062
.091

.163

.140

.163
業種（基準：製造業）
情報通信業
金融・保険・不動産業
学術研究，専門・技術サービス業
教育，学習支援業
その他サービス業

.042

.449

.001

.193

.311

.132

.222

.126

.237

.158

*

*

－.084
.446

－.179
－.568

.169

.118

.196

.111

.215

.139

*

**

事業所の正社員規模（基準：300 人以上）
30 人未満
30 ～ 99 人
100 ～ 299 人

－.202
.149
.022

.142

.127

.127

－.205
.060

－.013

.125

.112

.112
職種（基準：事務職）
営業・販売，サービス職
専門職
技能・労務職
その他

.239

.431

.401

.781

.187

.129

.285

.199

**

**

－.081
.084

－.161
－.073

.166

.114

.252

.178
役職あり .211 .093* .027 .082
勤続年数 .001 .008 .005 .007
年収（基準：500 万円未満）
500 万～ 700 万円未満
700 万～ 900 万円未満
900 万円以上

.273

.339

.199

.121

.147

.206

*
*

.172

.213
－.050

.107

.130

.182
業務量・期限の決まり方（基準：上司と相談しつつ自ら決定）
会社または上司が設定
自分の意見を踏まえて上司が決定
取引先または顧客と相談しつつ自ら決定
作業チームの者と相談しつつ自ら決定
自らが単独で決定

.642

.160

.357

.042
－.220

.167

.160

.219

.206

.331

** .489
.158
.334
.134

－.390

.147

.141

.193

.181

.291

**

会社・上司が進捗把握に消極的 －.016 .143 .137 .126
交互作用項：進捗把握に消極的×業務量・期限の決まり方
会社または上司が設定
自分の意見を踏まえて上司が決定
取引先または顧客と相談しつつ自ら決定
作業チームの者と相談しつつ自ら決定
自らが単独で決定

－.028
.125
.624
.007
.679

.248

.225

.301

.274

.466

*

－.165
.004
.306

－.156
.553

.218

.197

.265

.241

.409
月間実労働時間 .016 .001**
深夜就業の頻度 .388 .049**
週末勤務の頻度 .183 .053**
自宅での仕事の頻度 .281 .046**
勤務時間外の仕事連絡頻度 .207 .049**
F 値
調整済み R2 乗
N

3.825
0.047
2,024

** 19.335
0.266
2,024

**

注：**1％水準で有意，*5％水準で有意。
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務，自宅での仕事，勤務時間外の仕事連絡などの
頻度が高いほど多忙状態となりやすい。ここでは，
仕事から解放されにくい状態としての「多忙」を
形作る要素が，労働時間の長さだけではないこと
が示されている。加えて注目すべきは，モデル 1
で統計的に有意な効果を示していた「取引先また
は顧客と相談しつつ自ら決定」と「進捗把握に消
極的」との交互作用項の係数値が 0 に近づき，統
計的有意性が消滅していることである。分析結果
は，こうした業務の決まり方の場合，労働時間が
長いのみならず，深夜就業，週末勤務，勤務時間
外の仕事連絡の頻度が高いこともあり，それが直
接に多忙状態をもたらしていることを示している 31）。

6　同じ働き方の継続不安の規定要因

　最後に，職業生活を送る上で多忙な働き方がど
う問題なのかを検討する。先に検討したように，
自律的な時間管理の下での多忙な働き方は，同じ
働き方を続けることへの不安という形で，その働
き方に潜むリスクが認識されている可能性があっ
た。この点を計量分析で検証したい。分析方法は
順序ロジスティック回帰分析とし，「同じ働き方
の継続不安」（「よくある」＝ 4 点～「全くない」＝ 1 点
という点数）を被説明変数とする。そして，表 8，9
と同様の基本変数を統制した。
　分析は，業務量・期限の決まり方と継続不安と
の直接の関係をみた後（モデル 1），業務量・期限
の決まり方と密接に関わる働き方・労働時間の変
数を投入し（モデル 2），最後に，仕事による多忙性
の変数を投入することで（モデル 3），結果の変化
をみる形をとった。仕事量・期限の決まり方や進
捗把握の状況によって継続不安の程度が異なる
が，それは，働き方の差異によって説明できる部分
があると考えるためである。
　結果をみよう（表 10）。まずモデル 1 の結果か
ら読む。業種，職種との関係が強いほか，業務量・
期限の決まり方で「会社または上司が設定」「自
分の意見を踏まえて上司が決定」の場合，また

「取引先または顧客と相談しつつ自ら決定」かつ
「会社・上司が進捗把握に消極的」の場合に，同
じ働き方の継続不安が強い。
　モデル 2 で働き方・労働時間に関わる変数を追

加で投入して結果の変化をみる。結果をみると，
月間実労働時間に加え，深夜就業，週末勤務，自
宅での仕事の頻度は，同じ働き方の継続不安を高
めている。同時に，モデル 1 で統計的に有意な効
果を示していた「取引先または顧客と相談しつつ
自ら決定」と「会社・上司が進捗把握に消極的」
との交互作用項の係数値が 0 に近づき，統計的有
意性が消滅している。
　モデル 3 でさらに「仕事による多忙状態」を投
入すると，モデルの当てはまり具合は大幅に改善
し，同変数の説明力が高いことがわかる。多忙状
態にある者ほどその働き方を続けることへの不安
が強い。同時に，モデル 2 で有意性を示していた
働き方・労働時間の統計的有意性が消滅している
ことも注目されよう。
　業務量・期限が取引先や顧客との関係で決まる
場合の問題については，先の表 8，9 の結果と合
わせると次のことが示唆される。こうした仕事の
場合，上司が部下の業務の進捗状況を積極的に把
握する姿勢であれば問題ないが，状況把握に消極
的であると，労働時間が長くなることはもちろん，
時間の長さでは測りきれない部分も合わせ，多忙
な状態となりがちである。そして，そうした働き
方に潜む「危うさ」は，これから先も同じ働き方
を続けることへの不安という形で，働く者にも認
識されていることが示された。

Ⅴ　結　　論

　本稿は，裁量労働制が適用され，制度上は働く
時間を使用者との関係で自律的に決められる者に
ついて，仕事や職場の性質と働き方との関係を検
討し，場合によっては時間的なコントロールが思
うようにいかず多忙状態に陥りうるという問題を
議論した。要点を整理しよう。まず，仕事内容を
会社・上司が（一方的に）決めている場合，労働
時間が長時間化するなど，過重労働になるリスク
を抱える。しかし，労働者が多忙な状態になるの
はこのケースだけではない。会社・上司との関係
では業務の裁量性があっても，取引先・顧客都合
への即応が求められる仕事で，上司が部下の進捗
状況把握に消極的な場合，多忙な働き方となりう
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表 10　同じ働き方の継続不安の規定要因（順序ロジスティック回帰分析）
分析対象 裁量労働制適用労働者（非管理職）
モデル モデル 1 モデル 2 モデル 3

B 標準誤差 B 標準誤差 B 標準誤差
年齢 .005 .008 .017 .008* .024 .009**
性別・小学生以下の子ども有無（基準：男性・子なし）
男性・子あり
女性・子なし
女性・子あり

－.005
.225
.460

.105

.123

.333

－.014
.324
.612

.106

.125

.339
*

－.082
.164

－.036

.109

.129

.348
最終学歴（基準：中学・高校卒）
専門・短大・高専卒
大学卒
大学院卒

.006

.230

.178

.185

.159

.184

.012

.198

.172

.187

.160

.187

.098

.186

.132

.192

.164

.192
業種（基準：製造業）
情報通信業
金融・保険・不動産業
学術研究，専門・技術サービス業
教育，学習支援業
その他サービス業

.450

.353

.148
－.158

.164

.132

.222

.126

.237

.158

** .329
.389
.019

－.590
.056

.135

.224

.127

.247

.160

*

*

.420

.135

.121
－.403
－.060

.139

.230

.131

.253

.164

**

事業所の正社員規模（基準：300 人以上）
30 人未満
30 ～ 99 人
100 ～ 299 人

.117

.071
－.022

.141

.127

.127

.152

.037
－.032

.143

.128

.128

.299

.043
－.002

.147

.132

.131

*

職種（基準：事務職）
営業・販売，サービス職
専門職
技能・労務職
その他

.104

.518

.668

.426

.187

.129

.284

.198

**
*
*

－.068
.335
.327

－.052

.191

.131

.288

.204

*
－.019

.333

.411
－.040

.196

.135

.296

.210

*

役職あり .040 .093 －.074 .094 －.119 .097
勤続年数 －.002 .008 .001 .008 －.001 .008
年収（基準：500 万円未満）
500 万～ 700 万円未満
700 万～ 900 万円未満
900 万円以上

.014
－.049
－.271

.121

.146

.206

－.031
－.112
－.419

.122

.149

.208*

－.172
－.282
－.472

.126

.153

.214*
業務量・期限の決まり方（基準：上司と相談しつつ自ら決定）
会社または上司が設定
自分の意見を踏まえて上司が決定
取引先または顧客と相談しつつ自ら決定
作業チームの者と相談しつつ自ら決定
自らが単独で決定

.720

.321

.162
－.058
－.342

.167

.160

.218

.205

.331

**
*

.683

.351

.123

.008
－.464

.169

.161

.221

.207

.334

**
*

.478

.342
－.059
－.020
－.278

.174

.166

.227

.213

.345

**
*

会社・上司が進捗把握に消極的 .017 .142 .116 .144 .034 .148
交互作用項：進捗把握に消極的×業務量・期限の決まり方
会社または上司が設定
自分の意見を踏まえて上司が決定
取引先または顧客と相談しつつ自ら決定
作業チームの者と相談しつつ自ら決定
自らが単独で決定

－.089
－.124

.592

.087

.213

.248

.224

.300

.273

.465

*

－.208
－.224

.469
－.022

.178

.250

.226

.304

.276

.469

－.154
－.241

.367

.057
－.041

.257

.232

.311

.283

.483
月間実労働時間 .007 .002** －.002 .002
深夜就業の頻度 .302 .056** .107 .058
週末勤務の頻度 .179 .061** .078 .063
自宅での仕事の頻度 .144 .052** －.001 .054
勤務時間外の仕事連絡頻度 .095 .056 －.007 .058
仕事による多忙状態 .614 .030**
χ2 乗値
－2 対数尤度
Cox-Snell�R2�乗
Nagelkerke�R2�乗
N

127.535
4,964.114

0.061
0.066
2,024

282.725
4,820.015

0.13
0.142
2,024

744.734
4,359.393

0.308
0.335
2,024

注：**1％水準で有意，*5％水準で有意。
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る。そして，こうした働き方は「危うさ」と隣り
合わせでもあった。
　最後に，本稿の分析結果から導ける含意を述べ
たい。自律的に働く時間を決定するような業務の
場合，業務量的な負荷が残業時間という形で見え
にくくなる。従業員の過重労働を防止する観点か
らは，従業員が時間的なコントロールを発揮でき
ない状態に陥ることのないよう，業務の適切なマ
ネジメントが強く求められる。その点，まず，そ
もそも長時間働くことを前提とした業務量設定は
防ぐべきであり，業務量の適正化のためには従業
員の意見を踏まえて業務内容を決定することが必
要であろう。
　しかし，注意すべきはそれだけではない。取引
先・顧客との関係で具体的な業務内容が決まる仕
事の場合，個々の従業員に進捗を任せきりにする
と，顧客都合に即応するあまりの「働きすぎ」に
歯止めがかかりにくいリスクがある。自律的な時
間管理の下で働く者の過重労働には，会社・上司
からの過大なノルマ設定の他に，取引先・顧客か
らのプレッシャーも関係していよう。裁量労働制
は，成果主義的な評価とセットの場合が少なくな
いが，特に個々の従業員に顧客対応が任されてい
る業務の場合，最終的に出てくる成果を待つだけ
では，従業員の働きすぎを防ぐマネジメントとし
て十分ではない。細やかな状況把握によって，個々
の従業員が抱えている業務を把握し，時には壁と
なって顧客都合による働きすぎにブレーキをかけ
る役割も求められるのではないか。分析結果はそ
う示唆していよう。

 1）仕事特性・個人特性と長時間労働との関係については，小
倉（2007），山本・黒田（2014），労働政策研究・研修機構

（2005，2011）などの研究がある。例えば，小倉（2007）に
よると，労働者が残業をする最大の理由として「業務量が多
い」ことが挙げられる。職場管理の観点からは，佐藤（2008）
が，労働時間が長時間化する要因として，要員に対して過剰
な業務量の存在を検討している。このように，既存研究では
過大な業務量を長時間残業の要因として問題視してきた。

 2）「過労死等の防止のための対策に関する大綱（以下，過労死
防止大綱）」（2015）では，過労死等の防止のための対策の考
え方として，「心理的負荷の直接の原因となる労働時間や職
場環境だけでなく，不規則勤務，交替制勤務，深夜労働，出
張の多い業務，精神的緊張の強い業務といった要因のほか，
その背景となる企業の経営状態や短納期発注を含めた様々な
商取引上の慣行等の業界を取り巻く環境」などを分析する必
要が述べられる。

 3）夜間勤務など就業時間帯の家庭生活上の問題は，夫婦関係
や親子関係への影響が検証されてきた。Presser（2003），
Barnes,�Bryson�and�Smith（2006），Craig�and�Powell（2011）
など参照。

 4）既存研究では，始業・終業時刻などを自分で決められる場
合，仕事と家庭生活とのコンフリクトを低減させるなど，両
立にプラスの資源であることが論じられてきた。Jacobs�and�
Gerson（2004）など参照。山口（2009）も，職場の時間的柔
軟性の欠如が過剰就業（当人の希望より実際の労働時間が長
い状態）に影響することを検証している。

 5）Schieman,�Milkie�and�Glavin（2009）は，高収入層など職
業的地位の高い人では，仕事時間の配分に関するコントロー
ルがある場合，仕事と仕事以外との境界があいまいになり，
家庭生活とのコンフリクトが引き起こされやすくなると論じ
る。Schieman�and�Glavin（2008）も参照。

 6）Sharone（2004）は，専門職（IT エンジニア）の働き方に
ついて，裁量を持たせる自己管理のマネジメント様式が競争
主義的に運用されることで，労働者の不安と競争があおられ，
自ら進んで過重労働に身を投じることを論じる。Kunda

（1992=2005）でも，自己管理を促すマネジメントの結果，
エンジニアが仕事中毒となり，「燃え尽き」の危険をたえず
感じている様子が描かれている。

 7）社会学的な労働研究では，労働の自律性や仕事の裁量性と
いった概念で，使用者（会社や上司）の管理様式によって，労
働者個々が仕事で自由を行使できる余地がどのように制約を
受けるかに着目してきた。例えば，テイラー主義的な労務管
理に代表されるように，使用者による管理が細部にわたり，労
働者個々の裁量性が制約される状況を問題視してきた。
Wood（1982），Gallie�et�al.（1998），Choi�et�al.（2008）など参
照。

 8）これに対し，通常の労働時間制度の下では，従業員の労働
負荷が残業時間という形で目に見えやすく，時間それ自体が
管理・規制の対象になっていることもあり，裁量性の程度に
よって残業時間等の働き方が左右される部分は相対的に少な
いと言える。

 9）今野（2001）は，ホワイトカラー労働において，「仕事を
いかにするのか」という仕事手順の裁量性，「何の仕事をす
るのか」にかかわる仕事量の裁量性という区分をし，働きす
ぎが起こらないためには両者が必要であることが重要と指摘
する。佐藤（1997）も，労働時間制度の弾力化が機能する条
件として，適正な仕事の質・量と納期，明確な仕事目標，仕
事の裁量度などを挙げる。

10）例えば，小倉（2007）は，時間管理の緩やかな人の労働時
間が長いことを指摘し，その背景として，労働時間を自由に
決定できる限度を超えた所に，彼（女）らに求められた成果

（仕事量）があると論じている。
11）ただし，緩やかな時間管理のもとで働く労働者において，

会社・上司との関係で業務量をどの程度自分で決められるか
によって働き方が異なるかを直接検証した研究は乏しい。

12）こうした顧客都合の働き方による過重労働は，古くは下請
け中小企業の長時間労働問題の中で扱われていた。ただ，会
社レベルで過重労働が強いられるというより，個々の従業員
が顧客との直接的な関係の中で労働負荷が高くなりうるとい
うのは，今日的な問題を提示していよう。

13）近年のいくつかの実証研究でも，顧客都合の働き方が過重
労働を生じさせることが論じられている。Perlow（1999），
Blair-Loy（2009），Moen�et�al.（2013）など参照。例えば，
Blair-Loy（2009）では，株式仲買人の働き方について，時間
的に柔軟な管理をする職場の従業員は，厳しく時間管理され
ている職場の従業員に比べて，顧客の要求への対応に振り回
され，仕事・家庭間のコンフリクトが生じやすいと論じる。
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14）例えば，先に述べた「過労死防止大綱」は，「短納期発注を
含めた様々な商取引上の慣行等の業界を取り巻く環境」も分
析課題として掲げられている。

15）このほか，上司による進捗管理が頻繁になされ，多くの指
示がなされる場合も，仕事の進め方の実質的な裁量性を制約
され，時間的コントロールがききにくいことから「管理の過
剰」の問題と言えるだろう。

16）既存研究は，「時間的なプレッシャー（Time�Pressure）」
「時間の圧迫（Time�Squeeze）」「時間欠乏（Time�Famine）」
「時間の束縛（Time�Bind）」といった概念で，仕事による多
忙 状 態 を 議 論 の 題 材 と し て き た（van�der�Lippe2007，
Schor1992=1993，Perlow1999，Hochschild1997 など）。これ
は時間の長さというより，当人にとっての時間の意味合いに
着目する。例えば，Perlow（1999）は，時間欠乏という概
念で，ソフトウェアエンジニアの働き方における「やるべき
ことがたくさんあって時間が足りないという感覚」を問題視
した。

17）時間の圧迫は，もちろん労働時間の長さとも関係する
（Schor1992=1993 参照）。加えて，女性の就業参加率の上昇，
共働き世帯の増加などに伴う家庭の忙しさとも関係する（Ja-
cobs�and�Gerson2004 など）。Hochschild（1997）も，育児期
の女性における仕事と家事・育児両立に伴う多忙と意味づけ
ている。

18）こうした中，van�der�Lippe（2007）は，裁量を持たせ，
タイトな締切りで成果管理する様式が，働く者に時間的なプ
レッシャーを生じさせることを議論している。

19）この調査は，事業所とそこに勤める従業員を対象に，裁量
労働制等の制度適用状況や働き方などを尋ねたものである。
調査の詳細は労働政策研究・研修機構（2014a，2014b）を参
照。本稿の分析では，裁量労働制を導入している蓋然性が極
めて高い事業場（一定期間において協定や決議届の届出，も
しくは定期報告がなされた事業場から無作為抽出した 5414
事業場。上記報告書では「厚労省抽出分」と表記）について，
事業場を通じて配布した裁量労働制適用労働者（1 事業場に
つき専門業務型，企画業務型最大各 2 名）を対象とし，その働
き方を検討する。

20）なお，適宜，同じ条件の「通常の労働時間制（1 日 8 時間
以内，週 40 時間以内）」適用労働者を比較対象とした分析結
果を示す。

21）ここでは，「仕事の目標，期限や内容は通常どのように決
められていますか」（単数回答）への回答を用いた（選択肢

「その他」は分析から除外）。これは，それぞれが担当する業
務について「何をいつまでに行うか」がどのように決められ
ているかを表し，担当する業務の量や期限の決まり方に関す
る指標と言える。

22）なお，本データで，専門業務型裁量労働制が適用されてい
る者の内訳をみると，「新商品・新技術の研究開発業務」

（38.0％），「情報処理システムの分析または設計の業務」
（24.4％）が突出して多く，「大学における教授研究の業務」
（6.9％），「デザイナーの業務」（6.2％），「プロデューサー・ディ
レクターの業務」（5.3％）が次ぐ。また，業務量・期限の決
まり方別にみると，「情報処理システムの分析または設計の業
務」「記事の取材，編集の業務」「デザイナーの業務」「シス
テムコンサルタントの業務」では，業務量・期限を「取引先
または顧客と相談しつつ自ら決定」しているケースが 20％
程度みられるという特徴がある。なお，「自らが単独で決定」
は，「大学における教授研究の業務」に偏っているという点
で特殊性が強く，本稿ではその働き方についての議論は行わ
ない。

23）「上司の業務の指示はどのようになっていますか」への回
答を用いた。選択肢は「1．指示はない」「2．業務の目的，

目標や期限等基本的事項についてのみ指示がある」「3．具体
的な仕事の内容について指示がある」「4．業務の遂行手段，
時間配分の決定等を含め具体的な指示がある」「5．その他」
であり，5 は除外し，3 と 4 を合わせて 3 カテゴリーとした。
なお，法制度の趣旨もあり，裁量労働制適用者では 4 は極め
て少ない。

24）表 3 に挙げた仕事の性質は，一元配置分散分析の結果，全
て 1％水準で統計的に有意な差がみられた。

25）月間実労働時間は 2013 年の 10 月 1 カ月間の実労働時間の
回答を用いた（140 時間未満，320 時間超は外れ値として分
析サンプルから除外）。

26）表 4 に挙げた働き方・労働時間は，一元配置分散分析の結
果，実労働時間については 5％水準，その他については 1％
水準で統計的に有意な差がみられた。なお，「自らが単独で決
定」の場合にも，週末勤務，自宅での仕事，勤務時間外の仕事
連絡といった頻度が高いが，先の注で述べたように，回答者の
特殊性が強いことから，ここでは特段議論しない。

27）図表は割愛するが，多忙状態は，実労働時間，深夜就業，
週末勤務，自宅での仕事，勤務時間外の仕事連絡の頻度のい
ずれとも相関が高い。

28）働き方の満足度は「あなたが現在働いていることの満足度
は次のうちどれですか」の回答を用いた。「同じ働き方の継
続不安」については「この働き方をこれから先も続けていけ
るか不安に思うことがある」への回答を用いた。

29）事業場票において「管理・監督者は裁量労働制適用者の仕
事の進捗状況をどのように把握していますか」という設問に
おける「定期的に報告させている」「仕事の期限の一定期日
前に報告させている」という回答を「会社・上司が進捗把握
に積極的」とし，「不定期（追加の仕事がある時，本人の勤
務態度に応じて適宜等）に把握している」「その他」につい
て，「会社・上司が進捗把握に消極的」とした。

30）一元配置分散分析の結果，実労働時間，仕事による多忙の
程度については 5％水準で統計的に有意な差，同じ働き方の
継続不安については 10％水準で有意な差がみられた。

31）これとは対照的に，仕事量・期限を「会社または上司が決
定」の場合は，労働時間・働き方をコントロールしても，多
忙状態や同じ働き方への継続不安に対する直接の影響力が強
い。これは，そうした一方的な仕事量・期限の決め方自体が，
心理的な負担となっていることをうかがわせる。この点の検
証は今後の課題としたい。
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